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EU法務官が個人データの EU域外移転に関する

標準契約条項の有効性について意見書を公表 

 

2019年 12月 19日、欧州連合司法裁判所（CJEU）の法務官は、EU一般デ

ータ保護規則（GDPR）のもとで EU域外へのデータ移転を行う際に用いられ

る標準契約条項（SCC）の有効性に関し、SCCを無効と解すべきではない

が、企業は、SCCを締結するのみでなく、データを受け取る側が SCCの条

項のすべてを実質的に遵守できるか否かにつき評価を行う等の必要があると

の意見書（以下、「本意見書」）を公表した。 

SCCは、長年にわたり個人データの域外移転の根拠として多数の企業に利用

されており、国際的に事業を展開する日本企業の中にも、欧州からのデータ

移転については、SCCに依拠している場合が少なくない。それらの企業は、

本意見書により、データ移転実務の見直しを迫られる可能性がある。日本に

ついては、欧州と日本の間の個人データの移転であって個人情報保護委員会

の公表するいわゆる補完的ルールに従ったものは、十分性認定に依拠するこ

とが可能であり、そのようなデータ移転が、本意見書により直ちに影響を受

けるわけではない。しかし、グループ企業間で SCCを締結することにより日

本以外の子会社・関連会社にも個人データの移転を行っている場合には、単

に SCCを締結しているという事実だけではなく、その遵守状況についても確

認を迫られる可能性もある。 

本意見書は、CJEUによる最終的な判断ではないが、一般論として CJEUは

法務官の意見を尊重する傾向にあり、本意見書の実務的意義は大きいものと

いえる。 

背景 

GDPR上、個人データの EU域外への移転は、一定の例外を除き禁止されて

いる。SCCとは、欧州委員会が、個人データを EU域外へ移転する条件とし

て十分なものであるとして採択したデータ移転契約の条項であり、個人デー

タの域外移転の例外として認められている。 

本意見書は、Schrems II事件（Case C-311/18 Data Protection Commissioner 

v Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems）の中で法務官により提出さ

れた。Schrems II事件は、アイルランドに所在する Facebook Ireland Limited

が、SCCに基づき、米国に所在する親会社である Facebook Inc.に対し個人

情報を移転したことの適法性が争われている事案である。この中で、SCCが

EU域外へのデータ移転規制への対応として十分なものとする欧州委員会の判

断の有効性が争われている。 

法務官とは、CJEUに属し CJEUを補佐する者であり、原則として、CJEUに

係属する事件のうち新たな法的論点を含む事件すべてにおいて、その意見が
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求められる。判決には加わらず、法務官の意見は CJEUの裁判官を拘束する

ものではないものの、実務上、その意見は広く重視される傾向にある。 

法務官の意見概要 

法務官は、本意見書において、SCCの有効性に関し、SCCを無効と解すべき

ではないが、SCCに依拠して個人データの海外移転を行う場合、欧州から個

人データを移転する側（以下、「データ輸出者」）は、SCCを締結するのみ

でなく、データを受け取る側（以下、「データ輸入者」）が SCCの条項のす

べてを実質的に遵守できるか否かにつき、評価を行う等の必要があるとし

た。 

本意見書を前提に具体的な留意点をまとめると、以下の通りである。 

 SCCは、データの域外移転を行う手段として引き続き利用可能である。

しかし、SCCを利用したデータ移転は、規制当局による監視及びデータ

主体からの請求等といったリスクを内在するものである。 

 データ輸出者にとって、形式的な SCCの締結のみではリスクの対策とし

て十分ではなく、データ輸入者が実際に SCCに基づく義務を遵守してい

ることを確認する必要がある。 

 データ保護当局は、データ輸出者が以上の義務を果たしていない場合に

は、データ移転を停止させる権限を有している。 

 以上の点は、SCCに基づいて行っているすべての国（米国、ブラジル、

インド、英国（EU離脱に関する移行契約の失効後）などの主要産業国を

含む）との間でのデータ移転に該当する。 

 SCCの遵守がデータ輸出者の現地法により妨げられる場合のように、

SCCに基づくデータ移転の適法性が疑わしい場合に、データ輸出者に

は、データ保護当局に確認をとるべきか、それとも確認を取らず法の執

行等のリスクをはらんだままデータ移転を続けるかというジレンマが、

実務上生じ得る。このリスクへの対処方法としては、以下が考えられ

る。 

 輸入者に適用される現地法及びデータ輸入者ごとのリスクを評価

し、文書化する。これは、データ保護影響評価（Data Protection 

Impact Assessment）の一環と位置付けて行うことも考えられ

る。 

 データ保護当局との関係を築き、データ保護当局の特定の第三国

及び特定の状況に関する見解を把握する。 

 SCCによる個人データの保護が不十分となる状況においては、SCCの

利用は認められない。この場合には、十分性認定（ただし日本への移転

については個人情報保護委員会の公表する補完的ルールの順守も必要と

なる）、関連会社間のデータ移転であれば拘束的企業準則（いわゆる

BCR）の利用といった、別のアプローチを検討する必要がある。 
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日本企業が行うべき対応 

日本企業においても、特に欧州を含む世界各国に拠点を有し、それらの拠点

間で個人データを共有しているような場合、個人データの移転を SCCに基づ

いて行うことが実務的な対策と考えられてきた。このこと自体は今後も変わ

らないと思われる。 

もっとも、本意見書を踏まえると、そのように SCCに依拠して個人データを

移転する日本企業は、SCCに基づき個人データを受け取っているデータ輸入

者が SCCの内容を遵守しているといえるか否かを確認し、データ輸入者によ

る SCCの遵守が十分に確保できない場合には、個人データの域外移転を行う

ための他の根拠の検討を行うことも必要となりうるため、今後の進展を注視

する必要がある。  
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